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東広島市職員の処分について 
 

 

１ 職員の処分について 

【懲戒内容】 

(1) 所属部局名        下水道部 

(2) 被処分者の職位    主査 

(3) 性    別          女 

(4) 年    齢          ４５歳 

(5) 処分内容          停職（４か月） 

 (6）処分理由     全体の奉仕者たるにふさわしくない非行により、地方公務員法第３３条 

（信用失墜行為の禁止）に違反した 

 

令和６年７月２６日(金)、飲食店において飲酒したにもかかわらず、 

帰宅後の令和６年７月２７日(土)午前０時３０分頃、自家用車を運転し 

て買い物に出かけ、酒気帯び運転により検挙されたもの。 

 

(7) 処分年月日        令和７年１月３１日 

 

 

 

 


